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成田市被保護者就労支援業務委託仕様書 

 

１ 成田市被保護者就労支援業務委託（令和８年度） 

 

２ 業務目的 

   被保護者就労支援は、生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)第５５条の７の規定に

基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行うことにより、被保護者の自立の促進を図ることを目的

とする。 

 

３ 契約期間等 

契約期間 契約日の翌日から令和９年３月３１日まで  

準備期間 契約日の翌日から令和８年３月３１日まで  

履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 支援対象者 

   就労可能な被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労が困難な者を除き、現に

就労している被保護者を含む。)で、個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち、

本事業への参加を希望する者。 

 

５ 事業実施体制 

 （１）事業の実施場所 

  成田市の指定する場所（成田市役所庁舎内） 

 （２）実施日及び実施時間 

  日程は、週４日以上、両者の協議により定めた曜日とする。 

  時間は、午前９時から午後５時(休憩時間は、正午から午後１時まで)までとする。 

なお、双方の協議により必要に応じて日時を変更できるものとする。 

 （３）設備等 

業務上必要とするパソコン、プリンター、携帯電話、消耗品等は受託者が用意すること。 

 （４）役割及び人員体制等 

  ア 役割 

就労支援員(１名：常勤)  

   ○被保護者への就労支援 

・就労支援業務に従事した経験を有し、生活保護制度について理解のある者で、被 

保護者への就労支援を適切に行うことができる者であること。 

○協力体制の構築 

・支援を必要とする被保護者を担当するケースワーカーと協力体制を構築し、対象

者の自立促進を図る。 
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  イ 人員体制について  

常時１人の職員を確保し、事業遂行に支障のないようにすること。 

 

６ 業務の内容 

 （１）就労支援 

  ア 相談、助言 

対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。 

イ 求職活動への支援 

履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。 

ウ 求職活動への同行 

対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際等に同行し、

必要な支援を行う。 

  エ 連絡調整 

   対象者の就労支援について、ハローワーク等の関係機関と必要な連絡調整を行う。 

  オ 個別求人開拓  

対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつ

きやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。 

カ 定着支援 

 就労した対象者への職場定着支援等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォ

ローアップを実施する。 

キ その他 

対象者の就労支援のために必要な業務を行う。 

 （２）就労支援連携体制の構築 

   地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関の連携強化、

個別求人開拓等を円滑に進めるため、各種関係機関や団体等との連携体制を構築す

る。 

 

７ 職員の研修 

   本事業に従事する職員に対する研修は受託者が行うものとする。なお、受託者は研

修計画を作成し、実施後に内容を整理の上、成田市に報告すること。 

 

８ 関係書類の提出 

   受託者は、本業務の実施にあたり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成

し、提出するものとする。 

 （１）業務実施に関する各種報告 

   受託者は、当月分に関する業務の実施状況等を記載した報告書等を作成し、翌月１

０日（その日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日）までに、成

田市に提出するものとする。また、年間業務の実施状況等を記載した報告書等につい

ては、年度終了後、速やかに提出すること。 
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報告については、以下の内容を想定しており、国等からの照会など、その他の必要

性が生じた場合は成田市から別途指示する。 

ア 支援実施状況 

相談者数、支援実施者数及びその内訳(月計・年計)  

イ 利用者、来所者からの意見苦情等(月計・年計・随時)  

ウ その他必要と認められる報告等（随時)  

エ １か月の業務終了時には、支援状況の報告を行うこと。 

 （２）業務終了後の報告 

業務完了報告書 

 （３）その他 

受託者は、成田市からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作成し、提出するもの

とする。 

 

９ 業務の適正な実施に関する事項 

 （１）再委託等の禁止 

   受託者は、本事業の全部又は一部を第三者に請け負わせ、又は委任してはならな

い。ただし、あらかじめ書面により成田市の承認を得た場合は、当該業務の一部を第

三者に請け負わせ、又は委任することができる。 

 （２）個人情報の取扱 

   本事業の受託にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）その他関係法令を遵守すること。また、受託業務に関する情報を第三者に漏らす

ことのないよう従事職員に徹底するとともに、情報漏えい等防止のための管理を徹底

すること。 

 

１０ 事業実施における条件等(前提条件) 

 （１）利用料徴収の禁止 

   受託者は、本事業の実施に当たり対象者から利用料を徴収してはならない。 

 （２）受託者の負担 

   ハローワーク等への同行訪問にかかる交通費、その他業務遂行にかかる諸経費は、

受託者の負担とする。機器・器具については、原則としてリースあるいはレンタルで

の対応とする。リースあるいはレンタルでの対応が困難である場合又は事業実施期間

中に購入金額を上回る等の理由で妥当でないと判断される場合には、受託者がその根

拠を明確に示した上で成田市と協議すること。 

 （３）問い合わせ・苦情対応 

   受託者は、本事業に従事する職員に対して、指導、助言体制を整備し、円滑に業務

が行えるよう十分な体制をとること。また、本業務に関する問い合わせ等について

は、原則として受託者が対応することとする。対象者と業務従事者間のトラブルへの

対応は、原則として受託者の責任において迅速かつ誠実な対応を行うとともに、成田

市に報告すること。 
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受託者が対応できないクレーム等が発生した場合は、迅速に成田市へ報告し、対応

を協議すること。 

 （４）信用失墜行為の禁止 

   本事業を遂行するにあたり、成田市の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

 （５）危機管理 

   機器等の障害が発生した場合だけでなく様々な障害、事故、災害など緊急事態が発

生した場合においても、業務の遂行に支障をきたすことがないよう十分な対応策及び

緊急時の対応を整備すること。 

 （６）必要な教育 

   受託者は、上記(１)から(５)を含め、業務従事者が適切な支援を行うために必要な

研修を行うこと。 

 

１１ 業務の引継ぎ  

本契約の履行期間が満了するとき又は契約書に基づく契約の解除があるときは、業

務遂行に関する留意事項等をまとめた引継書を作成し、成田市に引き渡すものとす

る。また、支援継続中の案件については、対象者本人の状況を踏まえ、新事業者と個

別に引継ぎ等を行い、継続的な支援に遺漏がないように留意すること。なお、成田市

が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこ

と。 

 

１２ その他 

（１）受託者は、委託業務の実施にあたっては、労働関係諸法令その他関係法令を遵守

するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。 

（２）本業務の実施にあたっては、成田市と連携を密にし、疑義が生じた場合は成田

市、受託者双方が協議の上、これを処理する。 

（３）本業務により得られたデータ及び成果品は、成田市に帰属するものとし、許可な

く他に使用あるいは公表してはならない。  

（４）著作権、肖像権等、他の個人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意するこ

と。 

（５）成田市が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこ

と。 

（６）この仕様書に定めのない事項又は解釈等に疑義が生じた事項については、速やか

に成田市と協議し、その指示を受けるものとする。 


